
対 象 原則名古屋市内の方 5名以上
（団体・当事者グループ・施設・事業所など）

費 用 講師派遣にかかる費用は無料
※ただし会場費等は申込者負担となります

時 間 １時間程度（原則、平日の9:00～17:00）  
  ※内容については要相談

派遣場所 市内の希望の場所
※会場の確保・設営等は申込者が行ってください

申込方法 開催希望日の1か月前までにFAXかメールにて
「出前講座依頼書」を下記連絡先までお送りく
ださい。その後センターより記載の連絡先にご
連絡いたします。

               ※申込状況によっては、実施までに1か月以上
               かかる場合がございますのでご了承ください。

※過去に出前講座を依頼したことがある施設・
事業所については、受講内容を伝達いただくと
いった対応をお願いします。
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※高齢者虐待相談センター・障害者虐待相談センターは、名古屋市が設置し、
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会が受託・運営しています。

＜講座内容＞
〇虐待防止法の理解、
どんなことが虐待に当たるのか？

○虐待の現状について

○虐待の早期発見のためのポイント

   〇虐待の防止に向けて                    など

高齢者虐待・障害者虐待についての
基本的な内容をお伝えします

申込・問合せ先

名古屋市高齢者虐待相談センター・名古屋市障害者虐待相談センター

【高齢】052-856-9001  【障害】052-856-3003電話

FAX 【共通】052-919-7585 ﾒｰﾙ kenri-gyakutai@juno.ocn.ne.jp
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